
   
加⻄市学校給食調理業務委託事業者選定基準 

１．技術点 
№ 評価項目 評価の視点 配点 

1 経営状況と業務実績 ・会社の経歴、経営状況及び業務実績を評価する。 ２0 

2 学校給食に対する基
本的な考え方 

・学校給食に対する事業者の基本的な考え方や運営方針についての実現性及び
具体性を評価する。 20 

3 業務における危機管
理及び事故防止策 

・学校給食調理等業務における危害分析ができ、緊急時に迅速な対応がとれる
かを評価する。 

・食中毒や異物混入等の事故に対する具体的防止策を評価する。 
20 

4 衛生管理に関する考
え方、衛生管理体制  

・学校給食調理等業務における事業者の衛生管理に関する考え方や内容を評価
する。 

・「学校給食衛生管理基準」のほか、事業者が有している独自の衛生管理体制を
評価する。 

・業務従事者の健康管理を含む、衛生検査に関する実施内容を評価する。 

２5 

5 従事者に対する教育・
研修 

・従事者の技能向上に対する実践教育や安全・衛生のための教育及び研修内容
について評価する。 10 

6 業務実施体制 

・経験豊富かつ有能な人材確保を多く確保するためのノウハウが構築されてい
るかを評価する。 

・従事者が継続して従事しようとするための工夫ができているかを評価する。
（地元雇用・正規雇用の対応含む） 

・現在、給食センターにおいて勤務している調理員の雇用についての考え方を
評価する。 

・２センターの連携方法について評価する。 

２5 

7 食育に関する考え方 ・食育の充実に対する考え方を評価する。 
・事業者が持つ経験やノウハウに基づく提案について評価する。 10 

 小計  130 
※「特に優れている」は配点×１．０，「優れている」は配点×０．８、「普通」は配点×０．６、「劣っ
ている」は配点×０．４，「特に劣っている」は配点×０とし、小数点以下は四捨五入するものとする。 

２．価格点 
№ 評価項目 評価の視点 配点 

1 価格評価 

最も低い提示に満点（10 点）を付与する。（2 施設の 3 カ年の総額） 
それ以外の入札価格については、次式のとおりとする。 
価格評価点＝１０点×（最低提示額／当該応募者の提示額） 
小数点第２位四捨五入 

10 

2 積算根拠の妥当性 

業務内容に対して積算根拠の整合性が取れており、項目ごとの数量や単価が詳
細かつ明確に示されていて見積額の妥当性が高い場合 10 

積算根拠となる項目が少ないが、必要最低限の内容がわかる場合 8 
積算根拠となる項目数が少なく、詳細かつ明確な記述がない場合 6 
積算根拠となる項目数が少なく、一式で処理している場合 4 
積算根拠となる項目数が極端に少ない場合 0 

 小計  20 
 

合計 150 点 
 


